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※は県例規集登載
【規則】

番 号 表 題 担当課名

２９※ 特定非営利活動促進法施行細則の一部を改 未来創生政策課

正する規則

３０※ 徳島県控除対象特定非営利活動法人の指定 同

の手続等に関する条例施行規則の一部を改

正する規則



【
公
布
さ
れ
た
条
例
等
の
あ
ら
ま
し
】

●

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
九
号
）

一

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
理
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

●

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
号
）

一

控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
が
そ
の
事
務
所
に
備
え
置
く
べ
き
書
類
に
記
載
す
る
事
項
と
し

て
、
役
員
等
に
対
す
る
報
酬
又
は
給
与
の
支
給
の
状
況
を
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。

二

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。



徳
島
県
規
則
第
二
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
徳
島
県
規
則
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
二
条
の
二
第
二
項
中
「
第
十
条
第
三
項
」
を
「
第
十
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

様
式
第
一
号
の
二
中
「第

１
０
条
第
３
項

」
を
「第

１
０
条
第
４
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
規
則
第
三
十
号

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
八
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

徳
島
県
控
除
対
象
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
七

年
徳
島
県
規
則
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
第
一
号
中
「
こ
の
項
及
び
」
を
「
こ
の
項
並
び
に
」
に
、
「
に
お
い
て
」
を
「
及
び
第
五

号
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
も
の
と
す
る
。
」
の
下
に
「
条
例
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

五

役
員
等
に
対
す
る
報
酬
又
は
給
与
の
状
況

イ

役
員
等
に
対
す
る
報
酬
又
は
給
与
の
支
給
の
状
況
（
ロ
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）

ロ

給
与
を
得
た
職
員
の
総
数
及
び
当
該
職
員
に
対
す
る
給
与
の
総
額
に
関
す
る
事
項

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
九
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
二
十
九
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業

年
度
に
お
い
て
作
成
す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
お
い
て
作
成

す
べ
き
書
類
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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